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令和４年度  長野市地域包括支援センター運営協議会 報告書 

 

日  時 令和４年７月25日（月） 午後１時30分 ～３時00分 

会  場 長野市役所第１庁舎７階 第１・２委員会室 

出 席 者 委員16名（出席13名、欠席３名）  事務局10名  

地域包括支援センター代表３名   傍聴者１名  

次   第 

１ 開  会  地域包括ケア推進課 塚田補佐 

２ あいさつ  小山会長 中澤保健福祉部長 

３ 協議事項  

   （１）令和３年度事業報告について  

説明：地域包括ケア推進課     塚田補佐 吉澤補佐 

（資料１）（資料２） 

（２）令和３年度収支決算・令和４年度収支予算について 

説明：地域包括ケア推進課     塚田補佐（資料３） 

（３）令和４年度事業計画について 

 説明：地域包括ケア推進課     塚田補佐（資料４） 

  （４）介護予防支援業務の指定居宅介護支援事業所への委託について 

       説明：地域包括ケア推進課     丸山係長（資料５） 

 

４ 長野市ケア会議（報告事項）（資料６） 

 

５ 閉  会  地域包括ケア推進課  塚田補佐 

 

質  疑  応  答  要  旨 

 

 

 

 

 会   長 

 

 

包括コスモス 

 

 

 

 

包括コンフォ

ートきたなが

いけ 

 

 

協議事項 

（１）令和３年度事業報告について（資料１）（資料２） 

 

 各包括で力を入れた部分や足りなかった部分等、実際現場にいる方からの報告をお願

いしたい。 

   

 包括インターコート藤が新設されたことにより、業務量の削減が期待でき、これから

は個別の相談業務をもう少し丁寧にできるかと思う。引継ぎをしっかりできるよう準備

しており、特に虐待のケースについては、担当者間だけでなく、直営包括の職員の同席

のもと引継ぎを行っていく予定である。 

 

 コロナ禍でインフォーマルな活動が減少し、地域連携が難しい状況にあったが、地元

の中学校から災害弱者の勉強のため講師をお願いしたいという依頼があり、地元のケア

マネージャーや福祉用具の事業者の協力のもと、高齢者の方の避難時の注意点等を説明

させていただいた。これまで中学校等との交流の機会はなかったため、大変勉強になり、
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包括博愛の園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委  員 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委  員 

 

 

事 務 局 

 

今後も続けていきたい活動だと感じている。 

 今年度新規の職員が３人いるが、包括には多種の業務があり、それぞれ専門性が高い

ものであるため、人員の定着や職員のスキルアップ及びノウハウの継承が今後の課題と

なってくる。 

 

 現在職員４人体制であるが、虐待や認知症等複雑なケースが増えており、業務負担は

大きい。職員の定着が一番と考えており、誰からどのような相談をされても全職員が同

様に答えられるよう、朝及び終了後のミーティングを行う等、チームで協力しながら負

担軽減できるよう努めている。 

 

（２）令和３年度収支決算・令和４年度収支予算について（資料３） 

 

承認 

 

（３）令和４年度事業計画について（資料４） 

 

 地域ケア会議及び地域ネットワーク会議が重要であるという話は毎度出ており、令和

３年度も積極的に行われていたかと思うが、直営包括から委託包括に具体的にアドバイ

ス等行っていれば教えていただきたい。 

 

 個別ケア会議を必要に応じて開催していただく中で、地域の課題を抽出していくとこ

ろが一番難しい点であるかと思う。昨年度は各包括の地域ケア会議の担当者を招集し、

会議についての説明や相談支援を行った。 

 

 生活支援体制整備事業に結びつくような個別ケア会議については、包括のみで解決で

きるものではなく、地域の住民自治組織や生活支援コーディネーター（地域福祉ワーカ

ー）等地域の実情を良く知る方と目線を合わせて進めていくことが重要であるため、地

域で連携しながら、課題解決に向けたネットワーク会議につなげてほしいとお願いをし

ている。 

 

（４）介護予防支援業務の指定居宅介護支援事業所への委託について（資料５） 

 

承認 

 

その他質疑 

 

前年度から課題になっている要支援の方の委託について、居宅介護支援事業所への委

託件数は増えているのか。 

 

具体的な数値は本日お示しできないが、委託の件数は増えている。しかし、要介護の

方の上限に近い件数を担当しており、新規に要支援の方を受け入れる余力がない事業所
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事 務 局 

 

 

がほとんどである。市内の９割以上の事業所が要支援の方を担当できるようになっては

いるが、ケアプランの作成を必要とする高齢者の全体的な増加という問題があり、今後

も引き続き関係機関と解決策を検討していく。 

 

次回の会議について、令和４年11月を予定 

 

以上で議事をすべて終了する。 

 

 

 


